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第１章  計画策定の趣旨 

 

１  必要性と目的 

 

(1) 地域福祉計画の必要性 

かつて、地域の生活課題は、家族や近所の人々など、地域住民の「お互いさま」の

意識に基づく「助け合い」により、解決されてきました。 

 

しかし、近年では少子高齢化や核家族化の急速な進行及び生活形態の変化に伴い、

地域住民の意識や価値観は多様化し、地域の生活課題は増大しました。 

地域における生活課題は、民間の福祉事業所や行政などが提供する福祉サービスに

より対応していますが、増大し、複雑化する生活課題に対して、そのような福祉サー

ビスだけで対応するには限界があります。 

 

そこで、地域の住民による積極的な「助け合い」があらためて必要になります。地

域で支援や手助けを必要としている人に対し、地域住民一人一人が積極的に手をさし

のべることにより、生活課題が解決できることがあります。また、潜在する状態にい

ち早く気付いてあげることで、課題になる前に解決できることもあります。 

その結果、地域住民一人一人が地域づくりに参加することになり、そのような小さ

な「助け合い」の積み重ねが、地域の活性化につながります。 

 

「地域福祉」とは、年齢や障害の有無などに関係なく、地域住民、団体などが主体

となり、共に支え合って地域における社会福祉を推進していく取り組みのことをいい、

「地域福祉計画」は、この取り組みを指針とすることにより、地域住民一人一人が自

立し、地域で安心して生活するために必要な計画です。 

 

(2) 計画の目的 

この計画は、地域住民一人一人が地域における様々な活動に積極的に参加するため

の環境づくりや、地域福祉に取り組む団体が意欲的に活動していくための環境を整備

することにより、岩国市全域で地域福祉を推進していくことを目的とします。 
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２  計画の位置付け 

 

(1) 法令上の位置付け 

この計画は、社会福祉法第４条に規定する地域福祉を推進するため、同法第１０７

条の規定に基づき策定する市町村地域福祉計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法（抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、

社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護および地

域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明

かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福

祉の増進に資することを目的とする。 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行

う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員とし

て日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えら

れるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地方福祉の推進に関する

事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を

策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営す

る者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

とともに、その内容を公表するものとする。 

 一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

 二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

 三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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(2) 岩国市総合計画及び各個別計画との関係 

岩国市総合計画とは、岩国市のまちづくりの行政運営指針の最上位計画で、まちの

将来像や達成する目標などをとりまとめたものです。 

地域福祉計画は、岩国市総合計画の部門計画として、それぞれの基本目標の実現に

向けた計画としています。 

 

また、地域福祉計画を各個別の福祉計画の基盤として横断的に位置付けることによ

り、地域住民や団体などが取り組む地域福祉と、行政が取り組む福祉サービスを組み

合わせ、様々な課題に対して総合的に対応していきます。 
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基盤として個別計画を横断することにより分野のすき間を補完 

様々な福祉の課題に対して総合的に対応 

地域福祉計画と各個別計画との関係 
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(3) 岩国市地域福祉活動計画との関係 

岩国市地域福祉活動計画とは、岩国市社会福祉協議会が中心となり策定している計

画です。この計画は、社会福祉協議会が中心的役割を担い、地域住民や各団体などと

協力して、民間サイドからの福祉によるまちづくりを推進するために策定された具体

的な活動を示す計画です。 

行政サイドから地域福祉への環境づくりを推進する地域福祉計画と、民間サイドか

ら福祉によるまちづくりを推進する地域福祉活動計画とが連携して取り組むことで、

より効果的に地域福祉の推進を図ります。 

 

地域福祉計画と地域福祉活動計画との関係 

岩
国
市
全
体
で
共
通
す
る
地
域
福
祉
活
動 

岩国地域福祉活動圏域での特色ある地域福祉活動 

周東地域福祉活動圏域での特色ある地域福祉活動 

由宇地域福祉活動圏域での特色ある地域福祉活動 

玖珂地域福祉活動圏域での特色ある地域福祉活動 

本郷地域福祉活動圏域での特色ある地域福祉活動 

錦 地域福祉活動圏域での特色ある地域福祉活動 

美和地域福祉活動圏域での特色ある地域福祉活動 

美川地域福祉活動圏域での特色ある地域福祉活動 

岩国市地域福祉活動計画（岩国市社会福祉協議会が中心となり、民間サイドから

福祉によるまちづくりを推進する活動計画） 

岩国市地域福祉計画（行政サイドから地域福祉への環境づくりを推進する基本計画） 

連携 
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(4) 山口県地域福祉支援計画との関係 

山口県地域福祉支援計画とは、山口県における地域福祉推進の基本方針を示したも

ので、県民、民間団体、市町及び県における役割や支援事項などについて定めていま

す。 

岩国市地域福祉計画は、山口県地域福祉支援計画が示す役割に基づき支援を受けな

がら、岩国市独自の地域福祉施策を推進していくことで地域福祉の推進に取り組みま

す。 

 

 

３  計画期間 

 

この計画は、平成２２（2010）年度から平成２６（2014）年度までの５か年を計画

期間とします。また、社会情勢の変化や法令の改正などに伴い、適宜見直しを行います。 

 


